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社援発０４２４第２号 

令和６年４月 24 日 

 

 

   

各          殿 

    

 

 

厚生労働省社会・援護局長 

  （ 公 印 省 略 ） 

 

 

「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律」の一部施行について 

（公布日施行分関係） 

 

生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第21号。以下「改正

法」という。）については、本日令和６年４月24日に公布されたところである。この

うち、改正法第１条による改正後の生活困窮者自立支援法（平成25年法律第105号。以

下「困窮法」という。）の一部の規定及び改正法第２条による改正後の生活保護法（昭

和25年法律第144号。以下「保護法」という。）第55条の５等の規定（進学・就職準備

給付金の支給）については、公布の日から施行される。ただし、保護法第55条の５第

１項第２号の規定は、令和６年１月１日から適用することとされている。 

これに伴い、生活保護法施行令及び地方公共団体情報システムの標準化に関する法

律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令の一部を改正する政令（令和

６年政令第173号。以下「改正政令」という。）、生活保護法施行規則及び生活保護法

別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部を改正する省令

（令和６年厚生労働省令第78号。以下「改正省令」という。）及び生活保護法施行規

則第十八条の十の規定に基づき厚生労働大臣が定める額の一部を改正する件(令和６

年厚生労働省告示第194号。以下「改正告示」という。) が公布され、改正法の公布の

日と同日（令和６年４月24日）から施行され、その一部は令和６年１月１日から適用

される。 

今回施行される改正法、改正政令、改正省令及び改正告示の規定について、その趣

旨、主な内容等は下記のとおりであるので、内容を十分御了知の上、管内の自立相談

支援機関や保護の実施機関をはじめ、関係者、関係団体等に対し、その周知を図ると
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ともに、その運用に遺漏のないようにされたい。 

 

記 

 

第１ 困窮法の一部改正 

１ 生活困窮者の状況の把握に関する努力義務の創設 

（１）改正の趣旨 

生活困窮者は、単に経済的に困窮しているだけではなく、複合的な課題を抱

えている場合が多い。さらに、課題が複合化した結果、自身の状況把握が困難

となっていることや自尊心の低下、自身の問題に向き合う意欲の喪失等により、

自ら必要な支援を求めることができない状態に陥っている場合もある。したが

って、都道府県等は、自立相談支援機関で生活困窮者からの相談を待つだけで

なく、積極的に生活困窮が疑われる者の存在やその者の抱える課題等の把握を

行い、本人の尊厳を確保しつつ、その気持ちに寄り添いながら、課題が複雑化・

深刻化する前に早期かつ確実に必要な支援につなげることが求められる。 

このため、現行の困窮法第２条第２項には、基本理念として、生活困窮者に

対する自立の支援は、公共職業安定所や学校等といった関係機関や、地域のＮ

ＰＯ法人等の民間団体と緊密な連携等に配慮して行うべきことが掲げられてい

る。今般の改正では、このような関係機関等との連携に加え、都道府県等に対

し、生活困窮者に対する積極的な働きかけ（アウトリーチ）を行うことを促す

こととしたものである。 

（２）改正の内容 

都道府県等は、関係機関及び民間団体との緊密な連携を図りつつ、 

・ 支援会議を活用した関係機関等の間での情報共有 

・ 民間団体等が地域づくりの取組として開設する「居場所」等の地域住民

相互の交流を行う拠点との連携 

・ 生活困窮者の家庭や学校等への訪問 

などの地域の実情に応じた方法により、生活困窮者の状況を把握するように努

めるものとしたこと。（困窮法第８条第１項関係） 

なお、アウトリーチの方法については、上記の方法に限られるものではなく、

各都道府県等における創意工夫の下で、地域の実情に応じた効果的な方法（オ

ンラインを活用した方法を含む。）により実施されることが期待される。 

 

２ 児童育成支援拠点事業との連携に関する努力義務の創設 

（１）改正の趣旨 
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令和６年４月１日に、養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所のな

い児童等に対して、当該児童の居場所となる場を開設し、児童とその家庭が抱

える多様な課題に応じて、生活習慣の形成や学習のサポート、進路等の相談支

援、食事の提供等を行うとともに、児童及び家庭の状況をアセスメントし、関

係機関へのつなぎを行う等の個々の児童の状況に応じた支援を包括的に提供す

る児童育成支援拠点事業が創設された（児童福祉法等の一部を改正する法律（令

和４年法律第 66 号）による改正後の児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第

６条の３第 20項）。 

生活困窮世帯の中には、子どもの養育に当たって課題を抱えていることによ

り、生活困窮者自立支援制度とあわせて、児童育成支援拠点事業による支援を

必要とする世帯も存在すると考えられる。このため、自立相談支援機関におい

て、児童育成支援拠点事業による支援が適切と考えられる世帯の状況を把握し

た場合には、必要に応じて、市町村のこども家庭センター又は児童福祉所管部

署等と連携することが必要である。 

また、子どもの学習・生活支援事業と児童育成支援拠点事業は、使用する会

場（拠点）や支援者等に重複があることも想定されることから、例えば、学習

ボランティアなど事業に関わる人材確保に関し、担当者間で連携して募集を実

施するなどにより、同一自治体内で両事業を効果的・効率的に実施することが

考えられる。 

このような観点から、今般の改正では、都道府県等が生活困窮者自立支援事

業に基づく事業を実施するに当たって、連携すべき他制度に基づく事業として

児童育成支援拠点事業を明示し、連携を促進することとしたものである。 

（２）改正の内容 

都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業等を行うに当たっては、児童福

祉法第６条の３第 20 項に規定する児童育成支援拠点事業との連携を図るよう

に努めるものとしたこと。（困窮法第７条第４項関係） 

 

第２ 保護法の一部改正（進学・就職準備給付金関係） 

１ 改正の趣旨  

生活保護受給世帯の子どもが、本人の希望を踏まえた選択に基づいて高等学校等

を卒業した後に就職することも、被保護者の自立の助長の観点から重要であるが、

就職する際の新生活の立ち上げ費用の支援の仕組みがない。生活保護受給世帯の子

どもが高等学校等を卒業した後に大学等に進学する場合に進学準備給付金が支給

される仕組みやその内容との均衡を図る観点から、高等学校等卒業後に就職する際

の新生活の立ち上げ費用に対する支援を行うため、保護法第 55 条の５を改正し、
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一時金を支給することができるようにするものである。 

 

２ 改正の内容 

（１）進学準備給付金の名称を進学・就職準備給付金に改め、同給付金の対象者に

ついて、被保護者（18 歳に達する日以後の最初の３月 31 日までの間にある者そ

の他生活保護法施行規則（昭和 25年厚生省令第 21号。以下「施行規則」という。）

で定める者に限る。）であって、施行規則で定める安定した職業に確実に就くと見

込まれる者その他これに準ずる者として施行規則で定める者を追加することと

したこと。（保護法第 55条の５第１項関係） 

  また、これと併せて、改正政令により生活保護法施行令（昭和 25年政令第 148

号。以下「施行令」という。）及び地方公共団体情報システムの標準化に関する法

律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令（令和４年政令第１号。

以下「標準化対象事務政令」という。）の規定を、改正省令により施行規則及び生

活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令（平成 26年

厚生労働省令第 72号。以下「別表第一省令」という。）の規定を、改正告示によ

り生活保護法施行規則第十八条の十の規定に基づき厚生労働大臣が定める額（平

成 30年厚生労働省告示第 244号。以下「告示」という。）をそれぞれ次のとおり

改正することとしたこと。 

ア 改正政令による施行令及び標準化対象事務政令の改正 

（ア）施行令の一部改正 

進学準備給付金の支給に関する事務の一部を他の支給機関に委託して行

う場合の手続きの規定について、進学・就職準備給付金の事務委託手続きと

して規定することとしたこと。（施行令第８条の２関係） 

（イ）標準化対象事務政令の一部改正 

 進学・就職準備給付金の給付の事務について、標準化対象事務として規定

することとすることとしたこと。（標準化対象事務政令第 12号関係） 

イ 改正省令による施行規則及び別表第一省令の改正 

（ア）進学・就職準備給付金の支給に係る規定の整備 

改正法第２条による改正後の保護法第 55条の５第１項各号列記以外の部

分及び同項第２号において、新たに、被保護者（18 歳に達する日以後の最

初の３月 31 日までの間にある者その他厚生労働省令で定める者に限る。）

であって厚生労働省令で定める安定した職業に確実に就くと見込まれる者

その他これに準ずる者として厚生労働省令で定める者について進学・就職

準備給付金を支給するとされたことに伴い、支給の対象者、厚生労働省令

で定める安定した職業、その他これに準ずる者として厚生労働省令で定め
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るものについて規定するとともに、進学・就職準備給付金の支給を受けよ

うとする被保護者が申請書に記載する事項を規定することとしたこと。（施

行規則第 18 条の７、第 18 条の８の２、第 18 条の８の３及び第 18 条の９

第１項関係）。 

（イ）進学準備給付金の名称変更に伴う規定の整備 

    改正法第２条による保護法第 55 条の５の改正（「進学準備給付金」を

「進学・就職準備給付金」に改めることその他所要の改正）に伴い、施行

規則及び別表第一省令の規定について所要の改正を行うこととしたこと。

（施行規則第 18条の８、第 18条の９第２項、第 18条の 10及び第 18条

の 11並びに別表第一省令第６条第１項第３号） 

ウ 改正告示による告示の改正 

進学・就職準備給付金の支給額について、以下のとおりとすることとしたこと。 

（ア）保護法第 55 条の５第１項各号のいずれかに該当する者となることに伴

い、転居する者 30万円 

（イ）（ア）以外の者 10万円 

（２）法第 55条の６に規定される報告を求めることができる対象者について、被保

護者を雇用しようとする者を明示することとするとともに、給付金の名称変更に

伴う手当を行うこととしたこと。（保護法第 55条の６関係） 

（３）進学・就職準備給付金を標準として租税その他の公課を課せられることがな

く、既に給与を受けた進学・就職準備給付金又はこれを受ける権利を差し押えら

れることがないこととしたこと。（保護法第 57条及び第 58条関係） 

また、進学・就職準備給付金の支給を受ける権利は、譲り渡すことができないこ

ととしたこと。（保護法第 59条関係） 

（４）市町村長がした進学・就職準備給付金の支給に関する処分又は市町村長が進

学・就職準備給付金の支給に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政

庁に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府

県知事に対してするものとし、当該都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生

労働大臣に対して再審査請求をすることができることとしたこと。（保護法第 64

条から第 66条まで関係） 

（５）都道府県及び市町村は進学・就職準備給付金の支給（委託を受けて行うものを

含む。）に要する費用（以下「進学・就職準備給付金費」という。）を支弁しなけれ

ばならないものとし、都道府県は居住地がないか、又は明らかでない被保護者に

つき市町村が支弁した進学・就職準備給付金費の４分の１を負担しなければなら

ないこととしたこと。（保護法第 70条、第 71条及び第 73条関係） 

また、国は市町村及び都道府県が支弁した進学・就職準備給付金費の４分の３を
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負担しなければならないこととしたこと。（保護法第 75条関係） 

（６）進学・就職準備給付金の支給を受ける権利は、２年を経過したときは、時効に

よって消滅することとしたこと。（保護法第 76条の３関係） 

（７）偽りその他不正な手段により進学・就職準備給付金の支給を受け、又は他人を

して受けさせた者があるときは、進学・就職準備給付金費を支弁した都道府県又

は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その

徴収する額に 100分の 40を乗じて得た額以下の金額を徴収することができること

としたこと。（保護法第 78条関係） 

（８）偽りその他不正な手段により進学・就職準備給付金の支給を受け、又は他人を

して受けさせた者は、３年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処することとし

たこと。ただし、刑法に正条があるときは、刑法によることとしたこと。（保護法

第 85条関係） 

（９）都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長は、進学・就職準備給付

金の支給に関する情報であって別表第一省令第６条第１項第３号で定めるもの

（進学・就職準備給付金の額及び支給期間）につき、保護の実施機関又は福祉事務

所長から提供の求めがあったときは、速やかに、当該情報を記載し、若しくは記録

した書類を閲覧させ、又は資料の提供を行うこととしたこと。（保護法別表第一の

６の項第１号関係） 

（10）保護法第 55条の５に基づく進学・就職準備給付金の支給に係る規定（第１項

第２号に係る部分に限る。）については、令和６年１月１日から適用することとし

たこと。（改正法附則第３条関係） 

 

 

別添１ 改正法の官報 

別添２ 改正令の官報 

別添３ 改正省令の官報 

別添４ 改正告示の官報 
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に
必

要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
」

を
「
第
二
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、「
当
た
っ
て
は
」
の
下
に
「
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供

給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
四
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
」
を
加
え
、「
業
務

並
び
に
」
を
「
業
務
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
条
の
三
第
二
十
項
に
規
定
す
る

児
童
育
成
支
援
拠
点
事
業
並
び
に
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。

４

都
道
府
県
等
は
、
生
活
困
窮
者
就
労
準
備
支
援
事
業
又
は
生
活
困
窮
者
家
計
改
善
支
援
事
業
を
行
う
に
当
た
っ

て
は
、
政
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
事
業
及
び
生
活
困
窮
者
自
立
相
談
支
援
事
業
を
一
体
的
に
行
う

体
制
を
確
保
し
、
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
行
う
も
の
と
す
る
。

法
律
第
二
十
一
号

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
第
一
号
中
「
就
労
」
の
下
に
「
及
び
居
住
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
生
活
困
窮
者
住
居
確
保
給
付
金
」
と
は
、
生
活
困
窮
者
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
に
対

し
支
給
す
る
給
付
金
を
い
う
。

一

離
職
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
由
に
よ
り
経
済
的
に
困
窮
し
、
居
住
す

る
住
宅
の
所
有
権
若
し
く
は
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
失
い
、
又
は
現
に
賃
借
し
て
居
住
す
る
住

宅
の
家
賃
を
支
払
う
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
者
で
あ
っ
て
、
就
職
を
容
易
に
す
る
た
め
住
居
を
確
保
す
る
必
要

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

二

収
入
が
著
し
く
減
少
し
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
由
に
よ
り
経
済
的
に
困

窮
し
、
居
住
す
る
住
宅
の
所
有
権
若
し
く
は
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
失
い
、
又
は
現
に
賃
借
し

て
居
住
す
る
住
宅
の
家
賃
を
支
払
う
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
者
で
あ
っ
て
、
家
計
を
改
善
す
る
た
め
新
た
な
住

居
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
六
年
四
月
二
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄
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第
八
条
の
見
出
し
を「（
生
活
困
窮
者
の
状
況
の
把
握
等
）」に
改
め
、
同
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

都
道
府
県
等
は
、
関
係
機
関
及
び
民
間
団
体
と
の
緊
密
な
連
携
を
図
り
つ
つ
、
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
援

会
議
の
開
催
、
地
域
住
民
相
互
の
交
流
を
行
う
拠
点
と
の
連
携
及
び
訪
問
そ
の
他
の
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
方
法

に
よ
り
、
生
活
困
窮
者
の
状
況
を
把
握
す
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
こ
と
が
で
き
る
」
を
「
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
中
第
六
項
を
第
七
項

と
し
、
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

支
援
会
議
は
、
当
該
支
援
会
議
を
組
織
し
て
い
る
都
道
府
県
等
に
生
活
保
護
法
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規

定
す
る
調
整
会
議
又
は
社
会
福
祉
法
第
百
六
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
支
援
会
議
が
組
織
さ
れ
て
い
る
と
き

は
、
生
活
困
窮
者
に
対
す
る
支
援
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
会
議
と
相
互
に
連
携
を
図
る
よ
う
に
努
め

る
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条
第
三
号
中
「
及
び
第
二
項
」
を
削
り
、「
及
び
生
活
困
窮
者
一
時
生
活
支
援
事
業
」
を
「
、
生
活
困
窮
者

家
計
改
善
支
援
事
業
及
び
生
活
困
窮
者
居
住
支
援
事
業
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中「
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」

を
「
第
七
条
第
二
項
」
に
、「
生
活
困
窮
者
家
計
改
善
支
援
事
業
並
び
に
子
ど
も
の
学
習
・
生
活
支
援
事
業
及
び
同
項

第
三
号
に
掲
げ
る
」
を
「
同
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
三
号
中
「
及
び
第
二
項
」
を
削
り
、「
及
び
生
活
困
窮
者
一
時
生
活
支
援
事
業
」
を
「
、
生
活
困
窮
者

家
計
改
善
支
援
事
業
及
び
生
活
困
窮
者
居
住
支
援
事
業
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中「
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」

を
「
第
七
条
第
二
項
」
に
、「
生
活
困
窮
者
家
計
改
善
支
援
事
業
並
び
に
子
ど
も
の
学
習
・
生
活
支
援
事
業
及
び
同
項

第
三
号
に
掲
げ
る
」
を
「
同
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中「（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）」を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
生
活
困
窮
者
一
時
生
活
支
援
事
業
」
を
「
生
活
困
窮
者
居
住
支
援
事
業
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
居
住
す
る
住
宅
を
賃
貸
す
る
者
」
を
「
居
住
し
、
若
し
く
は
居
住
し
よ
う
と
す
る
住
宅
を
賃
貸
す
る

者
そ
の
他
の
関
係
者
」
に
、「
そ
の
」
を
「
こ
れ
ら
の
」
に
改
め
、「
状
況
」
の
下
に
「
又
は
当
該
住
宅
の
確
保
に
関
す

る
事
項
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

都
道
府
県
等
は
、
特
定
被
保
護
者
に
対
す
る
生
活
困
窮
者
就
労
準
備
支
援
事
業
、
生
活
困
窮
者
家
計
改
善
支
援

事
業
又
は
生
活
困
窮
者
居
住
支
援
事
業
（
第
三
条
第
六
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
に
限
る
。）の
実
施
に
関
し
て
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
保
護
の
実

施
機
関
（
同
法
第
十
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
保
護
の
実
施
機
関
を
い
う
。）に
、
当
該
通
知
に
係
る
特
定
被
保
護

者
に
関
す
る
事
項
に
つ
き
、
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
三
条
中
「
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
」
を
「
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
中
「
第
九
条
第
五
項
」
を
「
第
九
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

（
生
活
保
護
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
進
学
準
備
給
付
金
」
を
「
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
」
に
、「
被
保
護
者
就
労
支
援
事
業
及
び
被
保
護
者

健
康
管
理
支
援
事
業
」
を
「
被
保
護
者
就
労
支
援
事
業
等
」
に
、「
第
五
十
五
条
の
九
」
を
「
第
五
十
五
条
の
十
」
に

改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
二
中
「
及
び
第
五
十
五
条
の
八
第
一
項
」
を
「
、
第
五
十
五
条
の
八
第
一
項
」
に
、「
を
行
う
」
を

「
及
び
第
五
十
五
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
子
ど
も
の
進
路
選
択
支
援
事
業
の
」
に
改
め
る
。

「
第
八
章

就
労
自
立
給
付
金
及
び
進
学
準
備
給
付
金
」
を
「
第
八
章

就
労
自
立
給
付
金
及
び
進
学
・
就
職
準

備
給
付
金
」
に
改
め
る
。

第
五
十
五
条
の
五
の
見
出
し
を「（
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
の
支
給
）」に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
教
育
訓
練
施

設
の
う
ち
教
育
訓
練
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
（
次
条
に
お
い
て
「
特
定

教
育
訓
練
施
設
」
と
い
う
。）に
確
実
に
入
学
す
る
と
見
込
ま
れ
る
」
を
「
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
」

に
、「
進
学
準
備
給
付
金
」
を
「
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

教
育
訓
練
施
設
の
う
ち
教
育
訓
練
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
（
次

条
に
お
い
て
「
特
定
教
育
訓
練
施
設
」
と
い
う
。）に
確
実
に
入
学
す
る
と
見
込
ま
れ
る
者

二

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
安
定
し
た
職
業
に
確
実
に
就
く
と
見
込
ま
れ
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し

て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者

第
五
十
五
条
の
五
第
二
項
中
「
進
学
準
備
給
付
金
」
を
「
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
」
に
改
め
る
。

第
五
十
五
条
の
六
中
「
進
学
準
備
給
付
金
」
を
「
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
」
に
、「
雇
主
」
を
「
雇
主
（
被
保
護

者
を
雇
用
し
よ
う
と
す
る
者
を
含
む
。）」
に
改
め
る
。

「
第
九
章

被
保
護
者
就
労
支
援
事
業
及
び
被
保
護
者
健
康
管
理
支
援
事
業
」
を
「
第
九
章

被
保
護
者
就
労
支

援
事
業
等
」
に
改
め
る
。

第
五
十
五
条
の
七
第
一
項
中
「
以
下
」
を
「
第
五
十
五
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
子
ど
も
の
進
路
選
択
支
援
事

業
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
」
に
改
め
る
。

第
九
章
中
第
五
十
五
条
の
九
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
子
ど
も
の
進
路
選
択
支
援
事
業
）

第
五
十
五
条
の
十

保
護
の
実
施
機
関
は
、
被
保
護
者
で
あ
る
子
ど
も
の
進
路
選
択
に
お
け
る
教
育
、
就
労
及
び
生

活
習
慣
に
関
す
る
問
題
に
つ
き
、
訪
問
そ
の
他
の
適
当
な
方
法
に
よ
り
当
該
子
ど
も
及
び
当
該
子
ど
も
の
保
護
者

か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
助
言
を
し
、並
び
に
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
を
行
う
事
業（
以

下
「
子
ど
も
の
進
路
選
択
支
援
事
業
」
と
い
う
。）を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
五
十
五
条
の
七
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
子
ど
も
の
進
路
選
択
支
援
事
業
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

第
五
十
七
条
か
ら
第
五
十
九
条
ま
で
の
規
定
、
第
六
十
四
条
、
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
第
六
十
六
条
第
一
項
中

「
進
学
準
備
給
付
金
」
を
「
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
」
に
改
め
る
。

第
七
十
条
第
五
号
中
「
進
学
準
備
給
付
金
」
を
「
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
」
に
改
め
、
同
条
中
第
八
号
を
第
九

号
と
し
、
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

そ
の
長
が
第
五
十
五
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
行
う
子
ど
も
の
進
路
選
択
支
援
事
業
の
実
施
に
要
す
る
費
用

第
七
十
一
条
第
五
号
中
「
進
学
準
備
給
付
金
」
を
「
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
」
に
改
め
、
同
条
中
第
八
号
を
第

九
号
と
し
、
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

そ
の
長
が
第
五
十
五
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
行
う
子
ど
も
の
進
路
選
択
支
援
事
業
の
実
施
に
要
す
る
費
用

第
七
十
三
条
第
三
号
中
「
進
学
準
備
給
付
金
費
（
進
学
準
備
給
付
金
」
を「
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
費（
進
学
・

就
職
準
備
給
付
金
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
進
学
準
備
給
付
金
費
」
を
「
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
費
」
に
改

め
る
。

第
七
十
五
条
第
一
項
第
二
号
中
「
進
学
準
備
給
付
金
費
」
を
「
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
費
」
に
改
め
、
同
条
中

第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

国
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
費
用
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

市
町
村
が
支
弁
し
た
子
ど
も
の
進
路
選
択
支
援
事
業
に
係
る
費
用
の
う
ち
、
当
該
市
町
村
に
お
け
る
人
口
、

被
保
護
者
の
数
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
三
分
の
二
以
内

二

都
道
府
県
が
支
弁
し
た
子
ど
も
の
進
路
選
択
支
援
事
業
に
係
る
費
用
の
う
ち
、
当
該
都
道
府
県
の
設
置
す
る

福
祉
事
務
所
の
所
管
区
域
内
の
町
村
に
お
け
る
人
口
、
被
保
護
者
の
数
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
政
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
三
分
の
二
以
内

第
七
十
六
条
の
三
中
「
進
学
準
備
給
付
金
」
を
「
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
」
に
改
め
る
。

第
七
十
八
条
第
三
項
中
「
進
学
準
備
給
付
金
の
」
を
「
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
の
」に
、「
進
学
準
備
給
付
金
費
」

を
「
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
費
」
に
改
め
る
。

第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
進
学
準
備
給
付
金
」
を
「
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
の
効
果
的
」
を
「
並
び
に
子
ど
も
の
進
路
選
択
支
援
事
業
の
効
果
的
」
に
改
め
る
。

第
八
十
五
条
第
二
項
中
「
進
学
準
備
給
付
金
」
を
「
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
」
に
改
め
る
。

第
八
十
五
条
の
二
中
「
に
お
い
て
」
を
「
及
び
第
五
十
五
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
項
及
び
第
十
二
項
中
「
第
七
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
七
十
五
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
六
の
項
中
「
進
学
準
備
給
付
金
」
を
「
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
」
に
改
め
る
。





令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
第
三
条

生
活
保
護
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
五
十
五
条
の
十
」
を
「
第
五
十
五
条
の
十
一
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
三
項
中
「
若
し
く
は
私
人
」
を
「
又
は
私
人
」
に
改
め
、「
又
は
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
被
保
護
者
に
対
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
介
護
扶
助
を
当
該
各
号
に
定
め
る
者
若
し
く
は
施
設
に
委
託
し
て
行

う
場
合
」
を
削
り
、
同
項
各
号
を
削
る
。

第
二
十
七
条
の
二
中
「
及
び
第
五
十
五
条
の
十
第
一
項
」
を
「
、
第
五
十
五
条
の
十
第
一
項
第
一
号
」
に
、「
の
ほ

か
」
を
「
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
被
保
護
者
就
労
準
備
支
援
事
業
、
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
被
保
護
者
家
計

改
善
支
援
事
業
及
び
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
被
保
護
者
地
域
居
住
支
援
事
業
の
ほ
か
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
調
整
会
議
）

第
二
十
七
条
の
三

保
護
の
実
施
機
関
は
、
地
域
に
お
け
る
福
祉
、
就
労
、
教
育
、
住
宅
そ
の
他
の
被
保
護
者
に
対

す
る
支
援
に
関
す
る
業
務
を
行
う
関
係
機
関
、
第
五
十
五
条
の
七
第
二
項
（
第
五
十
五
条
の
八
第
三
項
及
び
第
五

十
五
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
、
当
該
支
援
に
関
係

す
る
団
体
、
当
該
支
援
に
関
係
す
る
職
務
に
従
事
す
る
者
そ
の
他
の
被
保
護
者
に
対
す
る
支
援
に
関
係
す
る
者
と

し
て
保
護
の
実
施
機
関
が
認
め
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
関
係
機
関
等
」
と
い
う
。）に
よ
り
構
成
さ
れ

る
会
議
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
調
整
会
議
」
と
い
う
。）を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

調
整
会
議
は
、
被
保
護
者
に
対
す
る
自
立
の
助
長
を
図
る
た
め
に
必
要
な
情
報
の
交
換
を
行
う
と
と
も
に
、
被

保
護
者
が
地
域
に
お
い
て
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
支
援
体
制
に
関
す
る
検
討
を
行
う
も
の

と
す
る
。

３

調
整
会
議
は
、
前
項
に
規
定
す
る
情
報
の
交
換
及
び
検
討
を
行
う
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関

係
機
関
等
に
対
し
、
被
保
護
者
に
関
す
る
資
料
又
は
情
報
の
提
供
、
意
見
の
開
陳
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

４

関
係
機
関
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す

る
。

５

調
整
会
議
は
、
当
該
調
整
会
議
が
組
織
さ
れ
て
い
る
都
道
府
県
、
市
又
は
福
祉
事
務
所
を
設
置
す
る
町
村
に
生

活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
援
会
議
又
は
社
会
福

祉
法
第
百
六
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
支
援
会
議
が
組
織
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
被
保
護
者
に
対
す
る
支
援
の

円
滑
な
実
施
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
会
議
と
相
互
に
連
携
を
図
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

６

調
整
会
議
の
事
務
に
従
事
す
る
者
又
は
従
事
し
て
い
た
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
調
整
会
議
の
事
務
に
関

し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

７

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
調
整
会
議
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、調
整
会
議
が
定
め
る
。

第
三
十
一
条
第
四
項
中
「
、
介
護
老
人
福
祉
施
設
」
の
下
に「（
同
条
第
二
十
七
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
福
祉
施

設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
、「
施
設
介
護
」
の
下
に「（
第
十
五
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
施
設
介
護
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）」
を
加
え
る
。

第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
中
「
、
居
宅
介
護
」の
下
に「（
第
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
居
宅
介
護
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）」
を
、「
施
設
介
護
、介
護
予
防
」の
下
に「（
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
を
い
う
。以
下
同
じ
。）」

を
加
え
、「
第
十
五
条
の
二
第
七
項
」
を
「
同
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
五
条
の
七
第
一
項
中
「
第
五
十
五
条
の
十
第
一
項
」
を
「
第
五
十
五
条
の
十
第
一
項
第
一
号
」に
改
め
る
。

第
五
十
五
条
の
十
の
見
出
し
を「（
子
ど
も
の
進
路
選
択
支
援
事
業
等
）」に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。保

護
の
実
施
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

被
保
護
者
で
あ
る
子
ど
も
の
進
路
選
択
に
お
け
る
教
育
、
就
労
及
び
生
活
習
慣
に
関
す
る
問
題
に
つ
き
、
訪

問
そ
の
他
の
適
当
な
方
法
に
よ
り
当
該
子
ど
も
及
び
当
該
子
ど
も
の
保
護
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
情

報
の
提
供
及
び
助
言
を
し
、
並
び
に
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
を
行
う
事
業
（
以
下
「
子
ど
も
の
進
路
選
択
支

援
事
業
」
と
い
う
。）

二

雇
用
に
よ
る
就
業
が
著
し
く
困
難
な
被
保
護
者
に
対
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
に
わ
た
り
、
就
労

に
必
要
な
知
識
及
び
能
力
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
訓
練
を
行
う
事
業
（
以
下
「
被
保
護
者
就
労
準
備
支
援
事

業
」
と
い
う
。）

三

被
保
護
者
に
対
し
、
収
入
、
支
出
そ
の
他
家
計
の
状
況
を
適
切
に
把
握
す
る
こ
と
及
び
家
計
の
改
善
の
意
欲

を
高
め
る
こ
と
を
支
援
す
る
事
業
（
以
下
「
被
保
護
者
家
計
改
善
支
援
事
業
」
と
い
う
。）

四

居
住
の
安
定
を
図
る
た
め
の
支
援
が
必
要
な
被
保
護
者
に
対
し
、厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
に
わ
た
り
、

訪
問
に
よ
る
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
助
言
そ
の
他
の
現
在
の
住
居
に
お
い
て
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な

便
宜
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供
与
す
る
事
業
（
以
下
「
被
保
護
者
地
域
居
住
支
援
事
業
」
と

い
う
。）

第
五
十
五
条
の
十
第
二
項
中
「
子
ど
も
の
進
路
選
択
支
援
事
業
」
を
「
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
」
に
改
め
、
第

九
章
中
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
特
定
被
保
護
者
対
象
事
業
の
利
用
）

第
五
十
五
条
の
十
一

保
護
の
実
施
機
関
は
、
被
保
護
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
状
況
に
照
ら
し
て
将
来
的
に
保
護
を
必

要
と
し
な
く
な
る
こ
と
が
相
当
程
度
見
込
ま
れ
る
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
と
認
め

ら
れ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
被
保
護
者
」
と
い
う
。）に
つ
い
て
、
そ
の
氏
名
そ
の
他
必
要
な
事

項
を
特
定
被
保
護
者
対
象
事
業
（
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
生
活
困
窮
者
就
労
準
備

支
援
事
業
、
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
生
活
困
窮
者
家
計
改
善
支
援
事
業
又
は
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
生
活
困

窮
者
居
住
支
援
事
業
（
同
項
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
実
施
す
る
同

法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
等
に
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

保
護
の
実
施
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
行
つ
た
場
合
は
、
そ
の
旨
を
当
該
通
知
に
係
る
特
定
被
保

護
者
に
速
や
か
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

保
護
の
実
施
機
関
は
、
特
定
被
保
護
者
が
特
定
被
保
護
者
対
象
事
業
を
利
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
利

用
の
状
況
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
自
ら
当
該
特
定
被
保
護
者
の
自
立
を
助
長
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
条
第
七
号
及
び
第
七
十
一
条
第
七
号
中
「
の
実
施
」
を
「
、
被
保
護
者
就
労
準
備
支
援
事
業
、
被
保
護
者

家
計
改
善
支
援
事
業
及
び
被
保
護
者
地
域
居
住
支
援
事
業
の
実
施
」
に
改
め
る
。

第
七
十
五
条
第
二
項
各
号
中
「
に
係
る
」
を
「
、
被
保
護
者
就
労
準
備
支
援
事
業
、
被
保
護
者
家
計
改
善
支
援
事

業
及
び
被
保
護
者
地
域
居
住
支
援
事
業
に
係
る
」
に
改
め
る
。

第
八
十
一
条
の
三
中「（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）」を
削
り
、
同
条
を
第
八
十
一
条
の
四
と
す
る
。

第
八
十
一
条
の
二
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
は
」
の
下
に
「
、
前
条
第
一
項
に
規
定

す
る
も
の
の
ほ
か
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
条
第
一
項
及
び
前
項
」
に
、「
の
効
果
的
」
を

「
、
被
保
護
者
就
労
準
備
支
援
事
業
、
被
保
護
者
家
計
改
善
支
援
事
業
及
び
被
保
護
者
地
域
居
住
支
援
事
業
の
効
果

的
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
十
一
条
の
三
と
し
、
第
八
十
一
条
の
次
に
次
の
見
出
し
及
び
一
条
を
加
え
る
。

（
都
道
府
県
の
援
助
等
）

第
八
十
一
条
の
二

都
道
府
県
知
事
は
、
市
町
村
長
が
行
う
医
療
扶
助
及
び
被
保
護
者
健
康
管
理
支
援
事
業
に
つ
い

て
、
市
町
村
の
区
域
を
超
え
た
広
域
的
な
見
地
か
ら
調
査
、
分
析
及
び
評
価
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
調
査
等
」

と
い
う
。）を
行
い
、
市
町
村
長
に
対
し
、
医
療
扶
助
の
適
正
な
実
施
及
び
被
保
護
者
健
康
管
理
支
援
事
業
の
効
果

的
か
つ
効
率
的
な
実
施
に
関
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
調
査
等
に
基
づ
く
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な

援
助
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
調
査
等
の
実
施
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
市
町
村
長
に
対
し
、
必
要
な
情

報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
都
道
府
県
知
事
が
調
査
等
を
円
滑
に
行
う
た
め
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
八
十
四
条
の
三
中
「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
入
所
し
て
い
る
者
又
は
」
を
「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
入
所

し
て
い
る
者
、」に
、「
に
対
す
る
」
を
「
又
は
介
護
保
険
法
第
八
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
に
入
居
し
て
い

る
者
若
し
く
は
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
入
所
し
て
い
る
者
（
同
条
第
二
十
七
項
に
規
定
す
る
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ

ス
を
受
け
て
い
る
者
に
限
る
。）に
対
す
る
」
に
、「
引
き
続
き
入
所
し
て
」
を
「
引
き
続
き
入
所
し
、又
は
入
居
し
て
」

に
改
め
る
。

第
八
十
五
条
の
二
中
「
第
五
十
五
条
の
七
第
三
項
」
を
「
第
二
十
七
条
の
三
第
六
項
、第
五
十
五
条
の
七
第
三
項
」

に
改
め
る
。





令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

（
社
会
福
祉
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
八
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

市
及
び
福
祉
に
関
す
る
事
務
所
を
設
置
す
る
町
村
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
て
い
な
い
疑
い

が
あ
る
社
会
福
祉
住
居
施
設
を
発
見
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
、
当
該
社
会
福
祉
住
居
施
設
の
所
在

地
の
都
道
府
県
知
事
に
通
知
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
百
六
条
の
四
第
二
項
第
二
号
中
「
助
言
」
の
下
に
「
、
現
在
の
住
居
に
お
い
て
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な

援
助
」
を
加
え
、
同
条
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

市
町
村
は
、
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
を
実
施
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸

住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
援

協
議
会
そ
の
他
の
居
住
の
支
援
に
関
す
る
機
関
と
緊
密
に
連
携
し
つ
つ
、
地
域
生
活
課
題
を
抱
え
る
地
域
住
民
の

居
住
の
安
定
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
支
援
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
百
六
条
の
六
第
一
項
中
「
第
百
六
条
の
四
第
四
項
」
を
「
第
百
六
条
の
四
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
中
第
六
項

を
第
七
項
と
し
、
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

支
援
会
議
は
、
当
該
支
援
会
議
を
組
織
し
て
い
る
市
町
村
に
生
活
保
護
法
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す

る
調
整
会
議
又
は
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
援
会
議
が
組
織
さ
れ
て
い
る
と
き

は
、
地
域
生
活
課
題
を
抱
え
る
地
域
住
民
に
対
す
る
支
援
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
会
議
と
相
互
に
連

携
を
図
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
百
五
十
九
条
第
一
号
中
「
第
百
六
条
の
四
第
五
項
」
を
「
第
百
六
条
の
四
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中

「
第
百
六
条
の
六
第
五
項
」
を
「
第
百
六
条
の
六
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
三
条
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

一

第
六
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
と
き
。

附
則
第
十
六
項
中
「
第
二
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
中
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
第
八
条
の
改
正
規
定
、
第
二
条
中
生
活
保
護
法
目
次
の
改
正
規
定（「
進
学

準
備
給
付
金
」
を
「
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）並
び
に
同
法
第
八
章
の
章
名
、
第
五

十
五
条
の
五
、
第
五
十
五
条
の
六
、
第
五
十
七
条
か
ら
第
五
十
九
条
ま
で
、
第
六
十
四
条
、第
六
十
五
条
第
一
項
、

第
六
十
六
条
第
一
項
、
第
七
十
条
第
五
号
、
第
七
十
一
条
第
五
号
、
第
七
十
三
条
第
三
号
及
び
第
四
号
、
第
七
十

五
条
第
一
項
第
二
号
、
第
七
十
六
条
の
三
、
第
七
十
八
条
第
三
項
、
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第
八
十
五
条
第

二
項
並
び
に
別
表
第
一
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
条
及
び
第
五
条
か
ら
第
九
条
ま
で
の
規
定

公
布
の
日

二

第
一
条
中
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
第
七
条
第
四
項
の
改
正
規
定（「
業
務
並
び
に
」
を
「
業
務
、
児
童
福
祉
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）第
六
条
の
三
第
二
十
項
に
規
定
す
る
児
童
育
成
支
援
拠
点
事
業
並
び
に
」

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）
公
布
の
日
又
は
令
和
六
年
四
月
一
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日

三

第
二
条
の
規
定
（
第
一
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）及
び
第
四
条
中
社
会
福
祉
法
附
則
第
十
六
項
の
改
正

規
定

令
和
六
年
十
月
一
日

（
検
討
）

第
二
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
施

行
の
状
況
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
生

活
困
窮
者
に
対
す
る
支
援
等
が
公
正
で
分
か
り
や
す
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
保
す
る
観
点
も
含
め
て
こ
の
法
律
に

よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

も
の
と
す
る
。

（
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
特
例
）

第
三
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
五
（
第
一
項
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）

の
規
定
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
保
護
の
実
施
機
関
に
つ
い
て
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
条
第
十
一
項
に
規
定
す

る
特
定
施
設
に
入
居
し
て
い
る
者
（
生
活
保
護
法
第
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

を
同
項
に
規
定
す
る
居
宅
介
護
を
行
う
者
に
委
託
し
、
又
は
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者

生
活
介
護
を
同
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
を
行
う
者
に
委
託
し
て
行
っ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
介
護
扶

助
を
受
け
て
い
る
者
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
生
活
保
護
法
第
八
十
四
条
の
三
の

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
五
の
十
二
の
項
、
別
表
第
三
の
七
の
七
の
項
、
別
表
第
四
の
四
の
十
二
の
項
及
び
別
表
第
五
第
九
号

の
四
中
「
進
学
準
備
給
付
金
」
を
「
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
」
に
改
め
る
。

（
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
調
整
規
定
）

第
六
条

附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
附
則
第
八
条
に
お
い
て
「
第
一
号
施
行
日
」
と
い
う
。）

が
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
令
和
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
の
日
以
後
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
条
中「
別
表
第
二
の
五
の
十
二
の
項
、

別
表
第
三
の
七
の
七
の
項
、
別
表
第
四
の
四
の
十
二
の
項
及
び
別
表
第
五
第
九
号
の
四
」
と
あ
る
の
は
、「
別
表
第
二

の
五
の
十
三
の
項
、
別
表
第
三
の
七
の
九
の
項
、
別
表
第
四
の
四
の
十
三
の
項
及
び
別
表
第
五
第
九
号
の
五
」
と
す

る
。

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
七
条

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法

律
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
十
五
の
項
及
び
別
表
第
二
の
九
の
項
中
「
進
学
準
備
給
付
金
」
を
「
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
」
に

改
め
る
。

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
調
整

規
定
）

第
八
条

第
一
号
施
行
日
が
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
以
後
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
条
中
「
別
表
第
一
の
十
五
の
項
及
び
別
表
第
二

の
九
の
項
」
と
あ
る
の
は
、「
別
表
二
十
三
の
項
」
と
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
九
条

こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

総
務
大
臣

松
本

剛
明

厚
生
労
働
大
臣

武
見

敬
三





令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

生
活
保
護
法
施
行
令
及
び
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標

準
化
対
象
事
務
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
六
年
四
月
二
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄
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令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
政
令
第
百
七
十
三
号

生
活
保
護
法
施
行
令
及
び
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
標
準
化
対
象
事
務
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
五
十
五
条
の
四
第
三
項
及
び
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
四
十

号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
進
学
準
備
給
付
金
」
を
「
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
」
に
改
め
る
。

一

生
活
保
護
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
百
四
十
八
号
）
第
八
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。）

二

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
準
化
対
象
事
務
を
定
め

る
政
令
（
令
和
四
年
政
令
第
一
号
）
第
十
二
号

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

総
務
大
臣

松
本

剛
明

厚
生
労
働
大
臣

武
見

敬
三





生
活
保
護
法
施
行
規
則
及
び
生
活
保
護
法
別
表
第
一
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情
報
を
定
め
る
省

令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
生
活
保
護
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
の
支
給
の
対
象
者
）

（
進
学
準
備
給
付
金
の
支
給
の
対
象
者
）

第
十
八
条
の
七

法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
各
号

列
記
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
者
は
、
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初

の
三
月
三
十
一
日
を
経
過
し
た
者
で
あ
つ
て
、
法

第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者

に
あ
つ
て
は
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の

（
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
三

号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
）
と
す
る
。

第
十
八
条
の
七

法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
に
規

定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
十
八
歳

に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
を
経

過
し
た
者
で
あ
つ
て
、次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

保
護
の
実
施
機
関
が
、
高
等
学
校
等
（
学
校

教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）

第
一
条
に
規
定
す
る
高
等
学
校
（
以
下
「
高
等

一

保
護
の
実
施
機
関
が
、
高
等
学
校
等
（
学
校

教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）

第
一
条
に
規
定
す
る
高
等
学
校
（
以
下
「
高
等

学
校
」
と
い
う
。）、
中
等
教
育
学
校
（
同
法
第

六
十
六
条
に
規
定
す
る
後
期
課
程
に
限
る
。）若

し
く
は
特
別
支
援
学
校
（
同
法
第
七
十
六
条
第

二
項
に
規
定
す
る
高
等
部
に
限
る
。）（
い
ず
れ

も
同
法
第
五
十
八
条
第
一
項
（
同
法
第
七
十
条

第
一
項
及
び
第
八
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
専
攻
科
及
び
別
科

を
除
く
。）又
は
同
法
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す

学
校
」
と
い
う
。）、
中
等
教
育
学
校
（
同
法
第

六
十
六
条
に
規
定
す
る
後
期
課
程
に
限
る
。）若

し
く
は
特
別
支
援
学
校
（
同
法
第
七
十
六
条
第

二
項
に
規
定
す
る
高
等
部
に
限
る
。）（
い
ず
れ

も
同
法
第
五
十
八
条
第
一
項
（
同
法
第
七
十
条

第
一
項
及
び
第
八
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
専
攻
科
及
び
別
科

を
除
く
。）又
は
同
法
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す

三

高
等
学
校
等
就
学
者
で
あ
つ
て
、
当
該
高
等

学
校
等
を
卒
業
し
又
は
修
了
し
た
後
引
き
続
い

て
第
十
八
条
の
八
の
二
に
規
定
す
る
安
定
し
た

職
業
に
就
こ
う
と
す
る
も
の
（
こ
れ
に
準
ず
る

者
と
し
て
第
十
八
条
の
八
の
三
各
号
に
掲
げ
る

も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

（
新
設
）

四

高
等
学
校
等
就
学
者
で
あ
つ
て
、
当
該
高
等

学
校
等
を
卒
業
し
又
は
修
了
し
た
後
引
き
続
い

て
就
職
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
の
習
得
（
支

給
機
関
が
被
保
護
者
の
自
立
を
助
長
す
る
こ
と

に
効
果
的
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
に
限
る
。
第

六
号
に
お
い
て
同
じ
。）を
行
い
、
そ
の
後
引
き

続
い
て
第
十
八
条
の
八
の
二
に
規
定
す
る
安
定

し
た
職
業
に
就
こ
う
と
す
る
も
の

（
新
設
）

五

高
等
学
校
等
就
学
者
で
あ
つ
た
者
（
災
害
そ

の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
当
該
高
等

学
校
等
を
卒
業
し
又
は
修
了
し
た
後
引
き
続
い

て
第
十
八
条
の
八
の
二
に
規
定
す
る
安
定
し
た

職
業
に
就
く
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
者
（
こ
れ

に
準
ず
る
者
と
し
て
第
十
八
条
の
八
の
三
各
号

に
掲
げ
る
も
の
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た

者
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
限
る
。）

（
新
設
）

二

（
略
）

二

（
略
）

る
専
修
学
校
若
し
く
は
同
法
第
百
三
十
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
各
種
学
校
（
高
等
学
校
に
準

ず
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。）を
い
う
。

以
下
同
じ
。）に
就
学
す
る
こ
と
が
被
保
護
者
の

自
立
を
助
長
す
る
こ
と
に
効
果
的
で
あ
る
と
し

て
、
就
学
し
な
が
ら
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
と
認
め
た
者
（
以
下
「
高
等
学
校
等
就
学

者
」
と
い
う
。）で
あ
つ
て
、
当
該
高
等
学
校
等

を
卒
業
し
又
は
修
了
し
た
後
直
ち
に
特
定
教
育

訓
練
施
設
に
入
学
し
よ
う
と
す
る
も
の

る
専
修
学
校
若
し
く
は
同
法
第
百
三
十
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
各
種
学
校
（
高
等
学
校
に
準

ず
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。）を
い
う
。

以
下
同
じ
。）に
就
学
す
る
こ
と
が
被
保
護
者
の

自
立
を
助
長
す
る
こ
と
に
効
果
的
で
あ
る
と
し

て
、
就
学
し
な
が
ら
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
と
認
め
た
者
（
以
下
「
高
等
学
校
等
就
学

者
」
と
い
う
。）で
あ
つ
て
当
該
高
等
学
校
等
を

卒
業
し
又
は
修
了
し
た
後
直
ち
に
特
定
教
育
訓

練
施
設
（
法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
に
規
定

す
る
特
定
教
育
訓
練
施
設
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）に
入
学
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
つ
て
、
当
該
高
等
学
校
等
を
卒
業
し
又
は

修
了
し
た
後
一
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
同

条
に
規
定
す
る
安
定
し
た
職
業
に
就
こ
う
と
す

る
も
の

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
八
号

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
二
十
一
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、

及
び
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
及
び
別
表
第
一
の
規
定
に
基
づ

き
、
生
活
保
護
法
施
行
規
則
及
び
生
活
保
護
法
別
表
第
一
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情
報
を
定
め
る
省
令

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
四
月
二
十
四
日

厚
生
労
働
大
臣

武
見

敬
三
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六

高
等
学
校
等
就
学
者
で
あ
つ
た
者
（
災
害
そ

の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
当
該
高
等

学
校
等
を
卒
業
し
又
は
修
了
し
た
後
引
き
続
い

て
就
職
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
の
習
得
を
行

い
、
そ
の
後
引
き
続
い
て
第
十
八
条
の
八
の
二

に
規
定
す
る
安
定
し
た
職
業
に
就
く
こ
と
が
で

き
な
か
つ
た
者
に
限
る
。）で
あ
つ
て
、
当
該
知

識
及
び
技
能
の
習
得
後
一
年
を
経
過
す
る
ま
で

の
間
に
同
条
に
規
定
す
る
安
定
し
た
職
業
に
就

こ
う
と
す
る
も
の

（
新
設
）

（
特
定
教
育
訓
練
施
設
）

（
特
定
教
育
訓
練
施
設
）

第
十
八
条
の
八

法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

は
、
次
に
掲
げ
る
教
育
訓
練
施
設
と
す
る
。

第
十
八
条
の
八

法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
に
規

定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に

掲
げ
る
教
育
訓
練
施
設
と
す
る
。

一
〜
八

（
略
）

一
〜
八

（
略
）

（
法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
安
定
し
た
職
業
）

第
十
八
条
の
八
の
二

法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項

第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
安
定
し
た
職

業
は
、
お
お
む
ね
六
月
以
上
雇
用
さ
れ
る
こ
と
が

見
込
ま
れ
、
か
つ
、
最
低
限
度
の
生
活
を
維
持
す

る
た
め
に
必
要
な
収
入
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と

認
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

（
法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
十
八
条
の
八
の
三

法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項

第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

一

事
業
を
確
実
に
開
始
す
る
と
見
込
ま
れ
る
者

で
あ
つ
て
、
お
お
む
ね
六
月
以
上
最
低
限
度
の

生
活
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
収
入
を
得
る

こ
と
が
で
き
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の

二

職
業
（
前
条
に
規
定
す
る
安
定
し
た
職
業
を

除
く
。）に
確
実
に
就
く
と
見
込
ま
れ
る
者
で
あ

つ
て
、
そ
の
者
が
属
す
る
被
保
護
世
帯
に
お
い

て
、
そ
の
者
の
就
労
に
よ
る
収
入
の
増
加
に
よ

り
、
お
お
む
ね
六
月
以
上
最
低
限
度
の
生
活
を

維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
収
入
を
得
る
こ
と
が

で
き
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の

（
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
の
支
給
の
申
請
）

（
進
学
準
備
給
付
金
の
支
給
の
申
請
）

第
十
八
条
の
九

進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
の
支
給

を
受
け
よ
う
と
す
る
被
保
護
者
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
法
第
五
十
五
条
の
五

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金

を
支
給
す
る
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
当
該
申
請
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

第
十
八
条
の
九

進
学
準
備
給
付
金
の
支
給
を
受
け

よ
う
と
す
る
被
保
護
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
申
請
書
を
法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
進
学
準
備
給
付
金
を
支
給
す
る
者

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

申
請
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
特
別
の
事

情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
第
一
号
に
該
当

す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
特
定
教
育
訓
練
施
設
の

名
称

二

特
定
教
育
訓
練
施
設
の
名
称

三

法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
第
二
号
に
該
当

す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
又
は
そ
の
者
が

属
す
る
世
帯
が
、
お
お
む
ね
六
月
以
上
最
低
限

度
の
生
活
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
収
入
を

得
る
こ
と
が
で
き
る
と
見
込
ま
れ
る
理
由

（
新
設
）

四

（
略
）

三

（
略
）

２

法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
進

学
・
就
職
準
備
給
付
金
を
支
給
す
る
者
は
、
前
項

に
規
定
す
る
申
請
書
の
ほ
か
、
進
学
・
就
職
準
備

給
付
金
の
支
給
の
決
定
に
必
要
な
書
類
の
提
出
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
進

学
準
備
給
付
金
を
支
給
す
る
者
は
、
前
項
に
規
定

す
る
申
請
書
の
ほ
か
、
進
学
準
備
給
付
金
の
支
給

の
決
定
に
必
要
な
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
の
支
給
）

（
進
学
準
備
給
付
金
の
支
給
）

第
十
八
条
の
十

進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
は
、
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
を
、
被
保
護
者
が
法
第

五
十
五
条
の
五
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
者
と
な
る
こ
と
に
伴
う
保
護
の
変
更
若
し
く

は
廃
止
の
決
定
前
又
は
当
該
決
定
後
速
や
か
に
、

支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
八
条
の
十

進
学
準
備
給
付
金
は
、
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
額
を
、
被
保
護
者
の
特
定
教
育
訓

練
施
設
へ
の
入
学
に
伴
う
保
護
の
変
更
若
し
く
は

廃
止
の
決
定
前
又
は
当
該
決
定
後
速
や
か
に
支
給

す
る
も
の
と
す
る
。

（
再
支
給
の
制
限
）

（
再
支
給
の
制
限
）

第
十
八
条
の
十
一

進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
の
支

給
を
受
け
た
者
に
は
、
そ
の
支
給
が
終
了
し
た
後

に
、
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
を
支
給
し
な
い
。

第
十
八
条
の
十
一

進
学
準
備
給
付
金
の
支
給
を
受

け
た
者
に
は
、
そ
の
支
給
が
終
了
し
た
後
に
、
進

学
準
備
給
付
金
を
支
給
し
な
い
。

（
生
活
保
護
法
別
表
第
一
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情
報
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

生
活
保
護
法
別
表
第
一
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情
報
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
厚
生

労
働
省
令
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報 



５

法
別
表
第
一
の
二
の
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
情
報
は
、
要
保
護
者
又
は
被
保
護
者

で
あ
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
給
付
の
額
及
び

支
給
期
間
に
関
す
る
も
の
と
す
る
。

５

法
別
表
第
一
の
二
の
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
情
報
は
、
要
保
護
者
又
は
被
保
護
者

で
あ
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
給
付
の
額
及
び

支
給
期
間
に
関
す
る
も
の
と
す
る
。

一

雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十

六
号
）
第
十
条
の
三
第
一
項
（
同
法
第
六
十
一

条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）の
規
定
に
よ
り
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る

未
支
給
の
失
業
等
給
付
（
同
法
第
六
十
一
条
の

六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
十
条
の
三
第

一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
育

児
休
業
給
付
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。）（
次
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る

失
業
等
給
付
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

一

雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十

六
号
）
第
十
条
の
三
第
一
項
（
同
法
第
六
十
一

条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）の
規
定
に
よ
り
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る

未
支
給
の
失
業
等
給
付
（
同
法
第
六
十
一
条
の

六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
十
条
の
三
第

一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
育

児
休
業
給
付
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。）（
次
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る

失
業
等
給
付
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

二
〜
十
三

（
略
）

二
〜
十
三

（
略
）

６
〜
８

（
略
）

６
〜
８

（
略
）

第
六
条

法
別
表
第
一
の
六
の
項
第
一
号
の
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
要
保
護
者
又
は
被
保

護
者
で
あ
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関

す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条

法
別
表
第
一
の
六
の
項
第
一
号
の
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
要
保
護
者
又
は
被
保

護
者
で
あ
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関

す
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

支
給
さ
れ
る
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
の
額
及

び
支
給
期
間

三

法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

支
給
さ
れ
る
進
学
準
備
給
付
金
の
額
及
び
支
給

期
間

２
〜
６

（
略
）

２
〜
６

（
略
）

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
一
条
に
よ
る
改
正
後
の
生
活
保
護
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
七
か
ら

第
十
八
条
の
十
一
ま
で
の
規
定
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
第
一
条
に
よ
る
改
正
前
の
生
活
保
護
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
さ
れ
た
申
請
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
書
類
の
提
出
の
求
め
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
生
活
保
護
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
申
請
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

さ
れ
た
書
類
の
提
出
の
求
め
と
み
な
す
。
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